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「中体連新人大会（もしくはコンクール）終了後
から卒業式までは、平日の朝練習と第2土日の休
日部活動は原則実施しない」

「部活動」ではなく「地域クラブ活動」

先生は休んでいなかったけど、
第二土日も部活動やっていたなぁ
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国の方針
「休日の部活動を段階的に地域に移す」

部活動に代わる地域クラブの
仕組みを作る！

休日は部活動ができなくなる



  吉岡町の運動部活動の地域移行（平日・休日）
     

　○令和4年度から休日（土日）の運動部活動を段階的に地域クラブ活動へ。

  　　平日の部活動は、これまでと同様。
     

  令和3年度まで 令和4年度から

平日   　　　学　　校　（これまで同様に顧問が指導)

休日  

　　　
　　①段階的に地域クラブ 
　　　（スポーツ少年団･スポーツ協会専門部･ヤマダＨＤ）へ移行
　　　　※中体連の大会等は、学校（顧問）も担う

　  ②Ｒ４～　ボランティア活動
　　（吉中ボランティア・ねこの手ボランティア等）
③Ｒ６～　各種文化活動への個別参加

 ねらい
 構 想 

4年度の
取 組

６年度の
取 組

成果・課題
おわりに

5年度の
取 組
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吉岡中学校部活動名 地域受け皿（地域クラブ）

野球部・サッカー部・バス
ケットボール部・バレーボー
ル部・卓球部・剣道部・柔道
部・バドミントン部・ソフト
ボール部

   スポーツ少年団  

ソフトテニス部・ソフトボー
ル部

  スポーツ協会専門部

陸上部   ヤマダホールディングス

吹奏楽部    令和７年度から開始

 ねらい
 構 想 

4年度の
取 組

６年度の
取 組

成果・課題
おわりに

5年度の
取 組
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【町文化協会登録団体に
　中学生の受入れを要請】

【町スポーツ協会各専門部等に
　中学生が所属し、地域の大人
　と一緒に活動】

 ねらい
 構 想 

4年度の
取 組

６年度の
取 組

成果・課題
おわりに

5年度の
取 組
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【生　徒】スポーツ少年団登録料（＠500円）
　　　　　スポーツ安全保険料（＠800円）等
　　　　　※7年度も町が補助します

 ねらい
 構 想 

4年度の
取 組

６年度の
取 組

成果・課題
おわりに

５年度の
取 組
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段階的な地域移行の流れ

吉岡中学校の
部活動
（休日に恒常
的に活動して
いる部活動）

Ａ

部活動顧問と地域
指導者が一緒に指
導

◎スポーツ少年団
○スポーツ協会
 専門部
○ヤマダＨＤ
        等

Ｂ Ｂ

 ねらい
 構 想 

4年度の
取 組

６年度の
取 組

成果・課題
おわりに

５年度の
取 組
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 ねらい
 構 想 

4年度の
取 組

６年度の
取 組

成果・課題
おわりに

５年度の
取 組

　【令和６年９月６日（金）】
●学校より
・中体連新人大会終了～卒業式
　　　　　
　
　　　　　　　

●ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰより
・第2土・日曜日の地域移行は
　ほぼ完了！

平日の朝練習
　第2土曜･日曜日

原則
部活動なし
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 柔道 男女 ▲１学期１回/月、２学期２回/月、３学期３回/月 ●4月～スポーツ少年団（小中合同） ●スポーツ少年団（小中合同）

2 剣道 男女 ▲ １回/１月、２回/２月、４回/３月 ●4月～スポーツ少年団（小中合同） ●スポーツ少年団（小中合同）

3 陸上 男女 ヤマダ陸上教室　３回/年 ●10月～ヤマダHLDS ●ヤマダHLDS　

4 バドミントン 女 ▲12月見学･体験･保護者説明会 ●4月～スポーツ少年団（小中合同）

5 サッカー 男 ▲３学期　１回/月（スポーツ少年団） ▲新人戦後1回/月　スポーツ少年団（中）

6 ソフトボール 女 ▲10月～1･2回/月（スポーツ協会） ▲1･2回/月　（スポーツ少年団へ）

7 女 ▲10月～1･2回/月スポーツ少年団（中） ▲1･2回/月　スポーツ少年団（中）

8 男 ▲10月～1･2回/月スポーツ少年団（中） ▲1･2回/月　スポーツ少年団（中）

9 女 ▲12月～1･2回/月スポーツ少年団（中） ▲1･2回/月　スポーツ少年団（中）

10 男 ▲1･2回/月　スポーツ少年団（中）

11 野球 男 ▲新人戦後1回/月　スポーツ少年団（中）

12 女 ▲新人戦後1回/月　スポーツ協会専門部

13 男 ▲新人戦後1回/月　スポーツ協会専門部

14 女

15 男

16 吹奏楽部 男女
校舎「セキュリティ整備」設置済み　→
　　　　　　　　　R7年度から地域クラブ活動へ

　休日活動している部活動から地域クラブ活動への段階的な移行 　 ※R7.1現在
地 域 ク ラ ブ 活 動 　(●恒常的に移行　　▲月に1･2回程度移行）

競技種目

卓球

バレー
ボール

ソフト
テニス

バスケット
ボール

スポ少と交渉中　 →　▲新人戦後1回/月
　　　　　　　　　　　　　　　　(顧問が兼職兼業）
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成果・課題
おわりに
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令和７年１月２７日吉岡町地域クラブ活動

吉岡町教育委員会生涯学習室（部活動地域移行）に

電話 0279-54-1054休日に参加する生徒を募集します

吉岡町では、令和４年度から学校部活動の段階的な地域移行に向け、子どもたちが

地域でスポーツや文化活動に継続して親しめる環境体制整備を進めて参りました。

現在は、休日に顧問の先生に代わり吉岡町地域クラブ（スポーツ少年団やヤマダHD

・スポーツ協会）による指導が行われつつあります。

そこで、令和７年４月より、休日に持続的に活動している全部活動の地域クラブ活

動への移行を始めます。

、 。つきましては 休日に吉岡町地域クラブに参加を希望する生徒の募集を開始します

これまでは、地域クラブに参加した生徒は各スポーツ少年団等のクラブごとにスポ

ーツ安全保険に加入していましたが、４月から教育委員会で一括してスポーツ安全保

険に加入の手続きを行います。転部した場合でも新たに手続きの必要はありません。

令和７年度については、保護者の負担はございません。

部活動でなく、地域クラブ活動中にケガ等をした場合は事務局（電話54-1054）にご

連絡ください。詳しくは「スポーツ安全保険ＨＰ（令和７年度スポーツ安全保険のあ

らまし[加入区分Ａ１] 」をご覧ください。）

１ 吉岡町地域クラブについて

○運営主体・実施主体 吉岡町教育委員会

○事 務 局 吉岡町教育委員会生涯学習室担当

２ 対象部活動（休日に持続的に活動している部活動）

・柔道 ・剣道 ・サッカー ・陸上 ・ソフトボール

・バドミントン ・卓球 ・バレーボール ・野球

・ソフトテニス ・バスケットボール ・吹奏楽

３ 参加方法

右の参加フォームかURLから必要情報を

入力し、申込みください。

※個人情報は、地域クラブ活動以外には一切

使用しません。

https://forms.gle/dUuhpTvsR2DHgqnd8４ 申込期間

令和７年１月２７日（月）

～ 令和７年２月２８日（金） 参加フォーム


